
税務課

事例①給与収入98万円の1人が国保加入の場合

令和2年度（7割軽減　所得33万円以下） 令和3年度（7割軽減　所得43万円以下）

　差額１０万円分を増額する改正

所得金額　33万円 所得金額　43万円 （差額10万円）

事例②給与収入85万Ａさんと78万円Ｂさんの2人が国保加入の場合

令和2年度（7割軽減　所得33万円以下） 令和3年度

　差額１０万円分

　差額１０万円分

所得金額　33万円 所得金額　53万円 （差額20万円）

琴浦町国民健康保険税条例の一部改正について

所得33万円以下の為、7割軽減対象。

所得33万円以下の為、7割軽減対象。

給与所得
33万円

給与所得
43万円

所得控除
65万円

所得控除
55万円

所得税の改正によって
給与所得控除が10万円減

改正前では対象外となるが、改正後は所得43万円以下
の為、引き続き7割軽減対象。

（7割軽減　所得43万円＋10万円×（給与所
得者の合計数－１）以下）給与所得

20万円
給与所得
30万円

所得控除
65万円

所得控除
55万円

所得税の改正によって
給与所得控除が10万円減

給与所得
13万円

給与所得
23万円

所得控除
65万円

所得控除
55万円

所得税の改正によって
給与所得控除が10万円減

上記の改正で1人分の差額は埋められているが、給与所
得者が複数あると不利になってしまうため、10万円×
（給与所得者の合計数ー１）を足した53万円を７割軽
減対象と改正し、引き続き７割軽減対象となる。
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